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令和７年度 福岡市事業所の再エネ設備導入支援事業補助金交付要綱 

（民間事業者対象分） 
 
（通則） 

第１条 福岡市事業所の再エネ設備導入支援事業補助金（以下「補助金」という。）は、環境

省の「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金）を財源とし

ており、補助金の交付については、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金交付要綱の定めによる

ほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、福岡市地球温暖化対策市民協議会（以下「市民協議会」という。）が、

所有を目的として、太陽光発電設備を市内事業所に設置する事業者に対し、発電設備の設置

経費の一部を助成することにより、市内の太陽光発電設備の導入を推進することを目的に交

付する。 

 

（用語の定義） 

第３条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 事業者 

市内に事業所を有する民間事業者をいう。 

  (2) 発電出力 

太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナの定格出力の合計

値のいずれか小さい方をいい、kW表示で小数点以下の値を切り捨てとする。 

(3) 法定耐用年数期間 

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40 年大蔵省令第15号）に定める耐用年数

の期間をいう。 

 

（補助対象設備） 

第４条 補助金を交付する対象の設備（以下「補助対象設備」という。）は、太陽光発電設備

とし、次項に掲げる要件の全てを具備しなければならない。 

２ 補助対象設備の要件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 停電時においては電力を供給できる自立運転機能を有すること。 

(2) 導入する設備から得られる電力量の 50％以上を自家消費すること。 

(3) 未使用品であること。 

(4) ２者以上の事業者から見積書を徴取し、最低価格を提示した事業者の設備を導入するこ

と。ただし、見積書を徴収する事業者の少なくとも１者は福岡市内に本店もしくは支店

を有する事業者とすること。 

 

（補助対象者） 

第５条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は事業者とし、次の各

号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22 年政令第16 号）第167 条の4（一般競争入札の参加者の資

格）の規定に該当するものでないこと。 

 (2) 本要綱第11条に係る交付対象申請書提出時に、福岡市競争入札参加停止等措置要領に基

づく競争入札参加停止又は排除に係る措置を受けていないこと。 

(3) 補助金の交付対象申請の審査時に福岡市税に係る徴収金（福岡市税及び延滞金等）に滞

納がないこと。 

 

（補助金の交付要件） 

第６条 補助金は、次の各号全ての要件を満たし、補助金の交付申請を行う事業者（以下「申
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請者」という。）に対し、予算の範囲内で交付する。 

(1) 福岡市内に所在する申請者施設において、平時には発電した電気を同施設内等で消費す

ることを目的とし、かつ停電時にも一定の電力を供給できる機能を有した太陽光発電設

備の導入を行う事業とすること。 

(2) 申請者が本補助事業で設置する太陽光発電設備で発電した電力のうち、申請者が自家消

費する電力の環境価値を申請者自身に帰属させるものであること。 

(3) 法定耐用年数期間満了までの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果に

ついてJクレジット制度への登録を行わないこと。 

(4) 法定耐用年数期間満了までの間、補助対象設備を継続的に使用すること。 

(5) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（再エネ特措法）

に基づく固定価格買取制度（FIT）の認定又は FIP（Feed in Premium）制度の認定を取得

しないこと。 

(6)電気事業法第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自己託送）を行わないものであること。 

(7)再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）」（資源エネルギー庁）

に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること（ただし、専らFITの認定を受けた者に対

するものを除く。)。特に、次の（a）～（l）をすべて遵守していることを確認すること。 

（a）地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配

慮して事業を実施するよう努めること。 

（b）関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。 

（c）防災、環境保全、景観保全を考慮し補助対象設備の設計を行うよう努めること。 

（d）一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネ

ルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」（資源エ

ネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室）を

参照のこと。 

（e）20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外

側の見えやすい場所に標識（申請者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点

検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置し

た旨を記載したもの）を掲示すること。 

（f）電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に

対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方

法で管理及び保存すること。 

（g）設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。 
（h）接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御

の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。 
（i）防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切

な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。 

（j）補助対象設備を処分する際は、関係法令（福岡市の条例を含む。）の規定を遵守する 

こと。 

（k）10kW以上の太陽光発電設備の場合、補助対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用につい

て、「廃棄等費用積立ガイドライン」（資源エネルギー庁）を参考に、必要な経費を算定

し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行

い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。 

（l）10kW以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保

険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。 
２ 国等の他機関から本補助金と併用する形で補助金の交付を受けていないこと。 

 

（暴力団の排除） 

第７条 市民協議会は、福岡市暴力団排除条例（平成 22 年福岡市条例第 30 号。次項におい

て「暴排条例」という。）第６条の規定に準じ、本条に規定する排除措置を講じるものとす

る。 
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２ 市民協議会は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱に定める他の規

定にかかわらず、補助金を交付しないものとする。 

(1) 暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員 

(2) 法人でその役員のうちに前号に該当する者のあるもの 

(3) 暴排条例第６条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

３ 市民協議会は、申請者が前項各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 

４ 市民協議会は、補助金からの暴力団の排除に関し警察への照会確認を行うため、申請者に

対し、役員の氏名（フリガナを付したもの）、生年月日、性別等の個人情報の提出を求める

ことができる。 

 

（補助対象経費） 

第８条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表１に示す補

助対象設備の設置に必要な機器費（以下「機器費」という。）とし、当該経費に係る消費税

及び地方消費税相当額を除いたものとする。また、機器費にかかる値引きがある場合は、そ

れを差し引いた金額とする。 

 

（補助金の交付額等） 

第９条 補助金の交付額は、発電出力１kW あたり補助単価５万円を乗じて得た額とする。な

お、補助金交付に係る上限額は 500万円とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金の交付額が補助対象経費を超える場合は、補助対象経費 

の額を上限とする。 

３ 前２項の規定により算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てとする。 

 

（申請受付期間） 

第 10 条 申請者は公募により募集することとし、申請の受付期間（以下「申請受付期間」と

いう。）は、福岡市ホームページ等に掲載する補助金募集案内に定めた期間とする。ただし、

申請受付期間中であっても、申請が予算を超えた場合は、申請の受付を終了するものとする。 

 

（補助金の交付対象申請） 

第 11 条 申請者は、前条に規定する申請受付期間に、不備・不足が無い状態で補助金交付対

象申請書（様式第１号）に、別表２に定める書類（以下、「交付対象申請書等」という。）を

添えて、市民協議会に電子メール又は郵送により提出（必着）しなければならない。 

２ 市民協議会は、前項に規定する交付対象申請書等の記載事項に不備がある場合、必要書類

が整っていない場合、前条に規定する申請受付期間及び前項に規定する期限までに必要書類

が提出されなかった場合、又は、その他要綱に定められた形式等を含み申請要件に適合しな

い場合において、申請者に対して、期限を示して当該申請の是正又は補正を求めることがで

きる。 

３ 市民協議会は、前項に規定する示された期限を超過して是正及び補正がなされない場合は、

第 12 条第４項に基づく補助金交付非対象の決定を行うことができる。なお、市民協議会が

やむを得ないと判断する合理的な理由がある場合は、この限りではない。 

４ 申請者は、第 12 条第３項の規定による決定前に、補助対象設備の契約・発注をしてはな

らない。 

 

（補助金の交付対象決定） 

第 12 条 市民協議会は、前条第１項に規定する交付対象申請書等の提出があったときは、速

やかに交付対象申請書等の内容を審査し、予算の範囲内で補助金の交付対象としての可否を

決定する。 

２ 市民協議会は、前項の審査において必要があると認めるときは、補助対象設備が設置され

る現地の調査を行うことができる。 
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３ 市民協議会は、補助金交付対象として認めたときは、対象決定を行い、補助金交付対象決

定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

４ 市民協議会は、補助金交付対象として認められないときは、非対象決定を行い、補助金交

付非対象決定通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

５ 前条第１項に規定する交付対象申請書等が提出された日から、補助金交付対象及び非対象

の決定を行い、申請者に通知を行うまでの標準的な期間は 30 日とする。ただし、不備・不

足があった場合はこの限りではない。 

６ 前項について、次に掲げる期間は、標準的な期間に算入しないものとする。 

(1) 福岡市の休日を定める条例（平成 2年福岡市条例第 52号）第１条に定める休日の日数 

(2) 前条第２項に規定する申請の是正又は補正に要する日数 

 

（取下げ届） 

第 13 条 申請者は、前条第３項または第４項の通知を受ける前に第 11条の申請を取り下げよ

うとするときは、速やかに取下げ届（様式第４号）を提出しなければならない。 

 

（計画変更の承認申請） 

第 14 条 第 12条第３項の補助金交付対象決定通知書を受けた者（以下「交付対象決定者」と

いう。）は、同条同項の規定により決定された内容を変更するときは、当該補助対象設備の

契約・発注をする前に、計画変更承認申請書（様式第５-１号）及び別表２に定める書類の

うち、交付対象申請時から変更となるものを市民協議会に提出し、その承認を受けなければ

ならない。ただし、同条同項の規定により決定された補助金交付予定額の増額を除く軽微な

変更についてはこの限りではない。 

２ 交付対象決定者は、第 12 条第３項の規定により決定された補助対象設備に変更がない場

合であっても、補助対象経費を変更するとき、同条同項の規定により決定された補助金交付

予定額と補助金交付請求額に差異が生じる変更をするときは、当該補助対象設備の契約・発

注をする前に、計画変更承認申請書（様式第５-１号）及び変更内容を確認することができ

る書類を市民協議会に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 市民協議会は、前２項の申請を承認したときは、計画変更承認通知書（様式第５-２号）

により、交付対象決定者に通知するものとする。 

４ 市民協議会は、第１項または第２項の申請を承認しないときは、計画変更不承認通知書（様

式第５-３号）により、交付対象決定者に通知するものとする。 

 

（計画中止届） 

第 15 条 交付対象決定者は、補助対象設備の設置を中止しようとするときは、速やかに計画

中止届（様式第６号）を市民協議会に提出しなければならない。 

 

（補助金交付対象決定の取消し） 

第 16 条 市民協議会は、交付対象決定者が、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、

第 12 条第３項の規定による交付対象決定を取り消すことができる。 

(1)補助対象設備の設置を中止したとき。 

(2)補助対象設備の設置完了後、正当な理由なく、第 17条に規定する補助金の交付請求を行

わないとき。 

(3)第 11条に規定する交付対象申請書等の書類に虚偽の事項を記載し、又は申請等について

不正の手段により交付対象決定を受けたとき。 

(4)補助対象者の交付要件を満たしていないことが判明したとき。 

(5)この要綱の規定に違反したとき。 

(6)前各号に掲げるもののほか、補助金の交付対象決定の取り消しについて相当の理由があ

ると市民協議会が認めたとき。 

２ 市民協議会は、前項の規定により補助金交付対象決定を取り消したときは、補助金交付対

象決定取消通知書（様式第７号）により、当該交付対象決定者に通知するものとする。ただ
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し、交付対象決定者が前条の計画中止届を提出した場合は通知を省略するものとする。 

 

（補助金の交付請求） 

第 17 条 交付対象決定者は、補助対象設備の設置が完了した日から起算して 60 日（土日祝

日の場合は、前営業日）又は福岡市ホームページ等に掲載する補助金募集案内に定める期限

のいずれか早い日までに、不備・不足が無い状態で補助金交付請求書（様式第８号）に、別

表３に掲げる書類（以下「交付請求書等」という。）を添えて市民協議会に電子メール又は

郵送により提出（必着）しなければならない。 

２ 補助金交付請求額は、第 12 条第３項の規定により決定された補助金交付予定額を超えて

はならない。ただし、第 14条の計画変更承認申請書（様式第５-１号）を市民協議会に提出

し、その承認を受けた場合については、この限りではない。 

 

（補助金の交付決定） 

第 18 条 市民協議会は、前条第１項の規定に基づく交付請求書等の提出があったときは、速

やかに交付請求書等の内容を審査し、補助金交付の可否を決定する。 

２ 市民協議会は、前項の審査において必要があると認めるときは、補助対象設備が設置され

た現地の調査を行うことができる。 

３ 市民協議会は、補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書（様式第９号）

により、交付対象決定者に通知するものとする。 

４ 市民協議会は、補助金の不交付を決定したときは、補助金不交付決定通知書（様式第 10

号）により、交付対象決定者に通知するものとする。 

５ 前条第１項に規定する交付請求書等が提出された日から、補助金交付及び不交付の決定を

行い、交付対象決定者に通知を行うまでの標準的な期間は 30 日とする。ただし、不備・不

足があった場合はこの限りではない。 

６ 前項について、福岡市の休日を定める条例（平成２年福岡市条例第 52 号）第１条に定め

る休日の日数は、標準的な期間に算入しないものとする。 

 

 （補助金の交付） 

第 19 条 市民協議会は、補助金の交付について補助金交付請求書に記載されている申請者名

義の口座への振込により行う。 

 

（補助金交付決定の取消し） 

第 20 条 市民協議会は、第 18条第３項の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交

付決定者」という。）が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

 (1) 補助金の交付を辞退したとき。 

(2) 第 11条及び第 17条に規定する申請書等の書類に虚偽の事項を記載し、又は申請等につ

いて不正の手段により交付対象決定又は交付決定を受けたことが判明したとき。 

(3) 補助対象者の要件を満たしていないことが判明したとき。 

(4) 補助金の交付を受けた補助対象設備を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供したとき。 

(5) この要綱の規定に違反したとき。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の取り消しについて相当の理由があると

市民協議会が認めたとき。 

２ 市民協議会は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知

書（様式第 11号）により、当該交付決定者へ通知するものとする。 

 

（財産の管理） 

第 21 条 補助金受領者は、補助対象設備の設置が完了した日から、補助対象設備を減価償却

資産の耐用年数等に関する省令（昭和40 年大蔵省令第15号）に定める耐用年数の期間、善
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良な管理者の注意をもって管理しなければならない。なお、譲渡による財産処分を行った場

合、財産処分制限期間及び善管注意義務は、譲渡先事業者に移転するものとし、譲渡後、こ

の要綱で定める「交付決定者」とあるのは、「譲渡先事業者」と読み替えて，この要綱で定

める各規定を適用する。 

 

（財産処分の制限） 

第 22 条 補助金受領者は、補助対象設備の設置が完了した日から減価償却資産の耐用年数等

に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定める耐用年数の期間内に、補助対象設備

を、市民協議会の承認を受けずに、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃

棄し、貸し付け、又は担保に供してならない。 

２ 補助金受領者は、前項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ財産処分承認申

請書（様式第 12－１号）（以下「処分等申請書」という。）を市民協議会に提出し、その承

認を受けなければならない。 

３ 市民協議会は、前項の規定に基づく処分等申請書の提出があったときは、速やかに処分等

申請書の内容を審査し、財産処分を承認したときは、財産処分承認通知書（様式第 12－２

号）により、補助金受領者に通知するものとする。 

 

（補助事業の経理等） 

第 23 条 補助金受領者は、補助事業に係る経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、

他の経費と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならな

い。 

２ 補助金受領者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了（廃止の承継を受けた場合も

含む。）の日の属する年度の終了後５年間、市民協議会の要求があったときはいつでも閲覧

に供せるよう保存しておかなければならない。 

 

（補助事業の承継） 

第 24 条 補助金受領者について、法人の合併又は分割等により補助事業を行う者が変更される

場合において、その変更により事業を承継する者が当該補助事業を継続して実施しようとす

るときは、速やかに補助事業承継承認申請書（様式第 13－１号）を市長に提出し、その承

認を受けなければならない。 

２ 市民協議会は、前項の申請を承認したときは、補助事業承継承認通知書（様式第 13－２

号）により、申請者に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第 25 条 市民協議会は、補助金受領者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第 18 条の規

定により交付した補助金を全額返還させることができる。 

(1) この要綱に違反した場合 

(2) 補助金を補助対象設備の設置以外の用途に使用した場合 

(3）補助金の交付を受けるため、違法、不正その他不適当な行為をした場合 

(4) 第７条第３項に基づく取り消しを行った場合 

(5) 第 20条第１項に基づく取り消しを行った場合 

２ 市民協議会は、補助金受領者が第 21 条の規定による承認を受けて補助対象設備を処分し

たときは、補助金額の全部又は一部を返還させることができる。 

ただし、その補助対象設備の処分が本人の責めに帰さない事由として次の各号のいずれか

に該当するときは、市民協議会は補助金の返還を求めないものとする。 

(1) 天災等により財産処分した場合 

(2) その他市民協議会が特に認める場合 

３ 前項の規定による返還の額は、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（地域脱炭素移行・

再エネ推進交付金）交付要綱第15条の定めによるものとする。 

４  前項の規定により算出した額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 
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５ 市民協議会は、第１項及び第２項の規定により、補助金の返還を求める場合は、補助金返

還請求書（様式第 12－３号）により、補助金受領者へ通知するものとする。 

 

（補助金申請手続き等の依頼） 

第 26 条 申請者は、第 11 条に規定する補助金の交付対象申請及び第 17 条に規定する補助金

の交付請求に係る手続き（第 13条、第 14条及び第 15条の手続きを含む。）を第三者（以下

「手続代行者」という。）に依頼することができる。 

２ 手続代行者は、依頼された手続きの代行を行うに当たっては、この要綱の定めに従い、誠

意をもって実施するものとする。 

３ 市民協議会は、必要に応じて手続代行者が行う手続きについて調査を実施し、手続代行者

がこの要綱の定めに従った手続きを遂行していないと判断した際には、同一年度内において、

当該手続代行者に手続の代行を認めないものとする。 

 

（協力義務） 

第 27 条 補助金受領者は、次に掲げる事項について協力しなければならない。 

(1) 補助金の交付を受け、補助対象設備が使用可能となった月から、１年間分の使用状況調

査報告書（様式第 14号）の提出 

(2) 地方環境事務所長による書類の審査及び現地調査等 

(3) その他市民協議会が協力を依頼する事項 

 

（個人情報の取扱） 

第 28 条 市民協議会は、福岡市事業所の再エネ設備導入支援事業補助金の運営において個人

情報を収集するに当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）第

61 条第１項の規定に準じて、その利用する目的を明確にし、個人情報を取り扱う事務を

遂行するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により、行うものとする。 

２ 収集した個人情報は、市民協議会のほか、市民協議会と個人情報に関する機密保持契約を

締結した第三者において、利用目的のために必要な範囲に限り、利用することができるも

のとする。 

３ 個人情報の取扱いに当たっては、福岡市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年

福岡市条例第８号）その他関係法令の本旨に従い、適正に行うものとする。 

 

（雑則） 

第 29 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等について必要な事項については、市

民協議会が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ 本要綱は、令和７年４月 21日から施行する。 
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（別表１）補助対象経費 

太陽光発電設備の購入費（消費税及び地方消費税相当額を除く）とし、事業の実施に直接必要

な機械装置（太陽電池モジュール、パワーコンディショナ、架台等）及びこれらに付帯する設

備費の購入にかかる費用とする。 

※運搬、設置工事等に要する費用は含めない。 

 

（別表２）補助金交付対象申請書（様式第１号）の提出時に必要な書類 

※1 提出する写真は、申請前１ヶ月以内に撮影したものとする。 

 

 

 

番号 提出書類 

１ 
補助対象経費（太陽光発電設備の購入費）が分かる見積書の写し 

※徴取した見積書は全て提出すること 

２ 同意書（様式第 15号） 

３ 太陽光発電設備を設置する土地・建物の所有者がわかる書類（登記簿謄本等） 

４ 【太陽光発電設備を設置する土地・建物の所有者が申請者でない場合】 

＜所有者が個人の場合＞ 

・本人確認書類（例：運転免許証（両面）、マイナンバーカード（表面のみ）の写し） 

＜所有者が事業者の場合＞ 

・発行日から３ヶ月以内の履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し 

５ 下記①②のカラー写真を写真台紙（様式第 17 号）に貼付、もしくはＡ４版の出力用紙

に印刷したもの 

※下記①②の撮影時には、撮影ボード（様式あり）を使用し、一緒に撮影すること 

①太陽光発電設備を設置する施設等（新築の場合は建設予定地） 

②太陽光発電設備設置予定部分（設置予定部分が更地の場合は不要） 

６ 
設置計画図（太陽光発電設備の配置、太陽電池モジュールの公称最大出力・パワーコン

ディショナの定格出力がわかる図面、非常用コンセントの位置や仕様がわかる書面） 

７ 
太陽光発電設備を設置する施設の場所を示す地図（矢印等で施設を特定すること） 

８ 事業実施体制図（事業を実施する上での申請者、太陽光発電設備の設置工事業者の関係

がわかるもの） 

９ 発行日から３ヶ月以内の申請者の履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写

し 

10 発行日から３ヶ月以内の申請者の福岡市税の滞納がないことの証明書の写し 

※市民協議会による「福岡市税の滞納の有無に関する調査」に同意する場合は不要 

11 「設置する太陽光発電設備の 1 年間分の発電量（見込み）」及び「設置する太陽光発電

設備で発電した電気を使用する施設における過去 1年間分の消費電力量」が比較できる

書類 

12 
申請者の役員名簿（様式第 19号） 

13 
誓約書（様式第 20号） 

14 申請者の会社概要がわかる書類（例：会社のパンフレット） 

15 その他、市民協議会が特に必要と認める書類（提出を求めた場合のみ） 
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（別表３）補助金交付請求書（様式第８号）の提出時に必要な書類  

 

（別表４）管理期間 

番号  

補助対象設備 

処分 

制限 

期間 

1 太陽光発電設備 

 

１７年 

 

番号 提出書類 

１ 
補助対象経費（太陽光発電設備の購入費）が分かる領収書の写し 

(宛名《申請者名》、金額、但し書き《補助対象設備名及び内訳金額》、領収日、領収者

名、領収印が、正しく記載・押印されているもの 

２ 

 補助金の振込先(金融機関名、支店名、種別、口座番号、口座名義)がわかるもの 

※口座名義と申請者名が一致していること 

３ 
補助対象経費（太陽光発電設備の購入費）が分かる契約書の写し 

４ 
電力受給契約書の写し 

５ 
下記①②のカラー写真を写真台紙（様式第 18 号）に貼付、もしくはＡ４版の出力用紙

に印刷したもの 

※下記①②③の撮影時には、撮影ボード（様式あり）を使用し、一緒に撮影すること 

①太陽光発電設備を設置した施設 

②太陽光発電設備設置部分 

③定格出力が確認できるパワーコンディショナの銘板部分（銘板に定格出力の記載がな

い場合は、保証書又は検査成績証の写しを代わりに提出すること） 

６ 
出力対比表の写し（原則メーカー発行のもので、公称最大出力を確認できるもの） 

７ 申請者の履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し 

８ 
その他、市民協議会が特に必要と認める書類（提出を求めた場合のみ） 


